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〈日　時〉　２月２日（日）、午前１１
時３０分～午後３時
〈会　場〉　越谷市保健所２階大会議室
〈内　容〉　市内で活動する愛護団体
の保護猫の譲渡会。犬の譲渡はあり
ません。動物を連れての参加はご遠
慮ください
〈持ち物〉　本人確認書類
＊譲渡条件は各団体によって異なり
ます
＊譲渡会当日に、猫の引き渡しは行
いません

B生活衛生課☎973－7532

2月2日（日）

飼い主のいない猫の
譲渡会を開催します

住
民
投
票
の

実
施
請
求
に
必
要
な

署
名
数
は
５
６
４
２
人
で
す

　

越
谷
市
自
治
基
本
条
例
で
は
、

市
民
の
皆
さ
ん
が
市
の
重
要
施
策

に
つ
い
て
住
民
投
票
を
行
う
よ
う

市
長
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
定
め
て
い
ま
す
。
令
和
元
年
１２

月
１
日
現
在
の
住
民
投
票
の
実
施

請
求
に
必
要
な
署
名
数
は
５
６
４

２
人
で
す
。
な
お
、
請
求
が
実
際

に
あ
っ
た
と
き
は
、
改
め
て
必
要

な
署
名
数
を
公
表
し
ま
す
。

〈
住
民
投
票
の
対
象
と
な
る
事

項
〉　
市
の
権
限
に
属
す
る
重
要

事
項
が
対
象
で
す
。
重
要
で
は
あ

っ
て
も
一
部
特
定
の
住
民
・
地
域

に
つ
い
て
の
事
項
や
二
者
択
一
に

な
じ
ま
な
い
多
様
な
可
能
性
が
存

在
す
る
事
項
、
国
や
県
の
権
限
に

属
す
る
事
項
は
除
か
れ
ま
す

〈
住
民
投
票
の
実
施
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
人
〉　
満
１８
歳
以

上
で
日
本
国
籍
を
有
し
、
引
き
続

き
３
カ
月
以
上
越
谷
市
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
方

b
政
策
課
☎
９
６
３
＝
９
１
１
２

f
次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
。
①
年
金
を
受
給
し
て

い
る　

②
医
療
費
控
除
を
受
け
る

　

③
年
の
途
中
で
退
職
し
年
末
調

整
が
済
ん
で
い
な
い
。
な
お
、
年

金
収
入
ま
た
は
給
与
収
入
以
外
の

収
入
、
雑
損
控
除
ま
た
は
住
宅
借

入
金
等
特
別
控
除
（
初
年
度
）
の

あ
る
方
の
相
談
は
行
い
ま
せ
ん

〈
所
得
税
還
付
申
告
相
談
会
〉　

a
d
▽
２
月
５
日
㈬
…
中
央
市
民

会
館　

▽
２
月
１２
日
㈬
…
桜
井
地

区
セ
ン
タ
ー
。
い
ず
れ
も
午
前
９

時
３０
分
〜
１０
時
３０
分
・
午
後
１
時

〜
３
時　

e
当
日
会
場
へ
（
人
数

制
限
あ
り
）

〈
税
理
士
事
務
所
等
の
相
談
会
〉

　
a
２
月
１
日
㈯
〜
１５
日
㈯
、
午

前
９
時
３０
分
〜
正
午
・
午
後
１
時

〜
４
時　

d
最
寄
り
の
税
理
士
事

務
所
（
２
月
４
日
㈫
の
午
後
は
中

央
市
民
会
館
）　

g
少
額
な
申
告

相
談
と
申
告
書
の
作
成　

e
事
前

に
電
話
で
左
記
へ

b
関
東
信
越
税
理
士
会
越
谷
支
部

☎
９
７
６
＝
８
９
５
６

□
国
保
税
納
付
方
法
選
択
の
ダ
イ
レ

　

ク
ト
メ
ー
ル
を
お
送
り
し
ま
す

g
令
和
２
年
度
（
２
０
２
０
年
度
）

の
国
民
健
康
保
険
税
を
、
４
月
以

降
、
新
た
に
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

（
差
し
引
き
）
で
納
付
予
定
の
方
に

納
付
方
法
選
択
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー

ル
を
発
送
し
ま
す
。
口
座
振
替
に
変

更
す
る
場
合
、
１
月
３１
日
㈮
ま
で
に

国
民
健
康
保
険
課
ま
た
は
北
部
・
南

部
出
張
所
で
ご
申
請
く
だ
さ
い
。
期

日
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
停
止
時
期
が

６
月
以
降
と
な
り
ま
す
。
現
在
、
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
で
納
付
し
て
い

て
２
年
度
も
継
続
予
定
の
方
は
、
平

成
３１
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
納
税

通
知
書
に
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す　

c
保
険
証
、
振
替
口
座
の
通
帳

と
届
出
印
（
新
た
に
口
座
振
替
を
申

し
込
む
方
の
み
）　

b
国
民
健
康
保

険
課
（
第
二
庁
舎
１
階
）
☎
９
６
３

＝
９
１
４
６

□
交
通
事
故
で
国
保
・
後
期
高
齢
者

　
医
療
制
度
を
利
用
す
る
場
合
は
届

　
け
出
が
必
要
で
す

　

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
の
行
為

で
け
が
や
病
気
に
な
っ
た
場
合
で

も
、
届
け
出
を
し
て
認
め
ら
れ
れ
ば

国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
治

療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

本
来
、
治
療
費
は
加
害
者
が
支
払

う
も
の
で
す
が
、
一
時
的
に
保
険
者

が
立
て
替
え
払
い
を
し
、
後
か
ら
加

害
者
に
請
求
し
ま
す
。
示
談
な
ど
の

前
に
必
ず
国
民
健
康
保
険
課
に
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
加
害
者
か
ら

治
療
費
を
受
け
取
る
と
、
保
険
給
付

が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

b
国
民
健
康
保
険
課
▽
国
民
健
康
保

険
に
加
入
の
方…

☎
９
６
３
＝
９
１

５
４
、
▽
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
の
方…

☎
９
６
３
＝
９
１
７
０

□
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　

平
成
３１
年
度
の
年
税
額
に
変
更
が

あ
っ
た
方
や
新
た
に
課
税
さ
れ
た

方
、
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
（
差
し

引
き
）
を
口
座
振
替
に
変
更
さ
れ
た

方
に
納
税
通
知
書
と
納
付
書
（
口
座

振
替
の
方
に
は
通
知
書
の
み
）
を
１

月
１７
日
㈮
に
発
送
し
ま
す
。

b
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９

１
４
６

□
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
自
己
負
担

　
分
は
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
り

　
ま
す

〈
施
設
サ
ー
ビ
ス
〉
　
介
護
老
人
保

健
施
設
と
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、

介
護
医
療
院
の
介
護
費
・
食
費
・
居

住
費
。
介
護
老
人
福
祉
施
設
と
地
域

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
介
護

費
・
食
費
・
居
住
費
の
２
分
の
１
相

当
額

〈
居
宅
介
護
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
〉　
介
護
保
険
給
付
の
自
己
負
担

額
の
う
ち
、
次
の
①
・
②
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
。
①
医
療
系
サ

ー
ビ
ス…

訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
居
宅
療
養
管
理
指

導
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
食
費
含
む
）
、
短
期
入
所
療
養
介

護
（
食
費
お
よ
び
滞
在
費
含
む
）
、

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護
（
一
体
型
事
業
所
で
訪
問
看
護

を
利
用
す
る
場
合
に
限
る
）
、
看
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
前
記

の
医
療
系
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
組
み
合

わ
せ
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
も
の
（
生

活
援
助
中
心
型
の
訪
問
介
護
の
部
分

を
除
く
）
に
限
る
）　

②
医
療
系
サ

ー
ビ
ス
と
併
用
の
福
祉
系
サ
ー
ビ
ス

…
訪
問
介
護
（
生
活
援
助
中
心
型
を

除
く
）
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、

訪
問
入
浴
介
護
、
通
所
介
護
、
地
域

密
着
型
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型

通
所
介
護
、
短
期
入
所
生
活
介
護
、

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
定
期

巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

（
一
体
型
事
業
所
で
訪
問
看
護
を
利

用
し
な
い
場
合
お
よ
び
連
携
型
事
業

所
に
限
る
）
、
看
護
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護
（
前
記
の
医
療
系
サ
ー

ビ
ス
を
含
ま
な
い
組
み
合
わ
せ
に
よ

り
提
供
さ
れ
る
も
の
（
生
活
援
助
中

心
型
の
訪
問
介
護
の
部
分
は
除
く
）

に
限
る
）
、
総
合
事
業
の
訪
問
型
サ

ー
ビ
ス
（
生
活
援
助
中
心
の
サ
ー
ビ

ス
を
除
く
）
、
総
合
事
業
の
通
所
型

サ
ー
ビ
ス
。
右
記
以
外
の
居
宅
サ
ー

ビ
ス
は
対
象
外
で
す
。
高
額
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
、
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
利

用
者
負
担
軽
減
制
度
等
に
よ
る
支
給

を
受
け
た
場
合
は
、
こ
れ
を
差
し
引

い
た
金
額
が
対
象
と
な
り
ま
す

b
介
護
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９
１
６

９□
所
得
税
、
市
・
県
民
税
の
障
害
者

　
控
除
対
象
者
認
定
書
の
発
行

f
６５
歳
以
上
で
要
介
護
認
定
を
受

け
、
寝
た
き
り
状
態
等
一
定
の
要
件

に
該
当
す
る
方　

h
無
料　

e
直
接

左
記
へ　

b
介
護
保
険
課
（
第
二
庁

舎
１
階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
６
９　

□
お
む
つ
使
用
証
明
書
の
発
行

f
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け

る
方
で
、
要
介
護
認
定
を
受
け
て
一

定
の
要
件
に
該
当
す
る
方
。
初
め
て

控
除
申
請
す
る
方
は
医
療
機
関
が
発

行
し
ま
す　

h
２
０
０
円　

e
直
接

左
記
へ　

b
介
護
保
険
課
（
第
二
庁

舎
１
階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
６
９

関
東
信
越
税
理
士
会

越
谷
支
部
に
よ
る

税
の
無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

　

確
定
申
告
に
関
す
る
お
問
い
合
わ

せ
は
、
い
ず
れ
も
越
谷
税
務
署
（
赤

山
町
５
の
７
の
４７
）
☎
９
６
５
＝
８

１
１
１
（
自
動
音
声
案
内
）
。

●
確
定
申
告
書
は
自
宅
で
作
成
し
郵

　
送
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
ｅ―
Ｔ

　
ａ
ｘ
）
で
提
出
で
き
ま
す

　

例
年
、
確
定
申
告
会
場
は
大
変
混

雑
す
る
た
め
、
長
時
間
お
待
ち
い
た

だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
確
定
申
告

書
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
（https://

www.keisan.nta.go.jp/

）
で
作
成

し
、
郵
送
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
ｅ

―

Ｔ
ａ
ｘ
）
で
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

 

確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
の

操
作
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
ｅ―

Ｔ

ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス

ク
☎
０
５
７
０
＝
０１
＝
５
９
０
１

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
イ
オ
ン
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
に
確
定
申

　
告
会
場
を
開
設

a
２
月
１７
日
㈪
〜
３
月
１６
日
㈪
（
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。
２
月

２４
日
㉁
・
３
月
１
日
㈰
は
開
場
）
、

午
前
９
時
〜
午
後
４
時　

d
イ
オ
ン

レ
イ
ク
タ
ウ
ン
ｋ
ａ
ｚ
ｅ
３
階
イ
オ

ン
ホ
ー
ル

＊
日
曜
日
は
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で

　

平
日
の
来
場
を
お
勧
め
し
ま
す

＊
混
雑
状
況
に
よ
っ
て
は
受
け
付
け

　

を
早
め
に
終
了
す
る
場
合
が
あ
り

　

ま
す
の
で
、
早
め
に
お
越
し
く
だ

　

さ
い

＊
確
定
申
告
会
場
開
設
期
間
中
は
、

　

越
谷
税
務
署
庁
舎
で
は
申
告
相
談

　

を
行
っ
て
い
ま
せ
ん

●
医
療
費
控
除
に
関
す
る
明
細
書
の

　
提
出
義
務
化
に
つ
い
て

　

平
成
２９
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、

医
療
費
控
除
は
領
収
書
の
提
出
が
不

要
と
な
り
ま
し
た
。
領
収
書
の
提
出

の
代
わ
り
に
「
医
療
費
控
除
の
明
細

書
」
の
添
付
が
必
要
で
す
。
税
務
署

か
ら
記
入
内
容
の
確
認
を
求
め
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
領
収
書
は
５

年
間
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。
医
療
費

控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
お
む
つ

使
用
証
明
書
や
在
宅
介
護
費
用
証
明

書
な
ど
、
医
師
等
が
発
行
し
た
証
明

書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
令
和
元
年

分
（
２
０
１
９
年
分
）
ま
で
は
、
従

来
ど
お
り
領
収
書
の
添
付
や
提
示
で

の
申
告
も
で
き
ま
す
。

●
公
的
年
金
等
受
給
者
に
係
る
確
定

　
申
告
不
要
制
度
に
つ
い
て

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計

額
が
４
０
０
万
円
以
下
か
つ
公
的
年

金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金

額
が
２０
万
円
以
下
の
場
合
は
、
所
得

税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
が
不
要
の
場

合
で
も
、
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
所
得
税
の

還
付
を
受
け
る
場
合
や
、
純
損
失
や

雑
損
失
の
繰
越
控
除
な
ど
の
適
用
を

受
け
る
場
合
に
は
、
確
定
申
告
書
の

提
出
が
必
要
で
す
。
平
成
２７
年
分
以

後
は
、
外
国
の
制
度
に
基
づ
き
国
外

に
お
い
て
支
払
わ
れ
る
年
金
な
ど
源

泉
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
公
的
年

金
等
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
確

定
申
告
不
要
制
度
の
対
象
外
で
す
。

平
成
31
年
度
市・県
民
税
の
第
４
期
、国
民
健
康
保
険
税
第
８
期
の
納
期
限
は
１
月
31
日
㈮
で
す

越
谷
税
務
署
か
ら

確
定
申
告
の

お
知
ら
せ
で
す

越
谷
税
務
署
か
ら

確
定
申
告
の

お
知
ら
せ
で
す

国
保のお

知
ら
せ

介
護
保
険

の
お
知
ら
せ

イ
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タ

ッ
ク
ス
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